
口蹄疫に関する不適切な表示について

食品関連事業者の皆様へ

○ ４月20日以降、宮崎県の農場で飼養されている牛・豚
などについて、口蹄疫の患畜及び疑似患畜が確認されて
いますが、感染が疑われるとの報告があった時点で家畜
の移動が自粛されており、口蹄疫にかかった家畜の肉や
牛乳が市場に出回ることはありません。

○ 口蹄疫は、偶蹄類の家畜（牛、豚など）や野生動物（シ
カなど）が感染する病気であり、人が感染することはなく、
牛肉や豚肉を食べたり牛乳を飲んだりしても人体に悪影
響はありません。

○ 安全上の問題はありませんので、飲食店・小売店にお
いて「宮崎県産の牛肉は使用していません」との表示を
行うなど、消費者に根拠の無い不安を与えることがない
よう、適切な配慮をお願いします。

○ 事業者の皆様におかれては、口蹄疫に関する正しい
知識に基づき、適切な表示を行っていただくようお願いし
ます。

平成22年５月17日
消 費 者 庁
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